
介護の日ＰＲロゴマーク使用規定 

 

１．はじめに 

 厚生労働省では１１月１１日を“介護について理解と認識を深め、介護従事者、

介護サービス利用者及び介護家族を支援するとともに、利用者、家族、介護従

事者、それらを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、

高齢者や障害者等に対する介護に関し、国民への啓発を重点的に実施するため

の日”として「介護の日」と定めています。 

 

ロゴマーク 

 

 

 

 

 

 

 

２．基本構成とコンセプト 

 介護の日 PR ロゴマーク（以下、「ロゴマーク」という。）は、差し伸べる手と

全体がハート形に見えるようなデザインとし、介護される人の気持ちとサポー

トする手を表現し、「介護はつらい、大変だ」というイメージを払しょくするこ

とを目的にしています。 

 



 

３．使用例 

 ホームページ、名刺、チラシ、ポスター等 

 

４．ご使用の条件とロゴマークの種類 

■使 用 料…無料 

■使用期限…原則無期限 

■遵守事項 

・八王子市が提供するデータを使用してください。データはホームページ上 

からダウンロードしてください。 

・本使用規定に定められた方法で、活用してください。 

・商標・意匠登録の出願はできません。 

 

ロゴマークの種類 

使用できるロゴマークは２種類です。 

 

カラー モノクロ 

  

  



５．申請について 

 ロゴマークは市の取り組みにご賛同いただける方や、介護について情報を普

及啓発したい、介護の事をもっと知ってほしいと思う方がお使いいただけます。

個人、法人、その他団体を問わずお使いください。 

 

（１）申請が不要な場合（個人・商用以外の団体利用） 

 名刺や名札については、申請なしでお使いいただけます。また、個人の範囲

で使用する場合や、各団体が商用以外に使用される場合も申請不要です。 

使用者 使用例 申請 

全ての方 名刺 

不要 

個人の方 ＳＮＳ、電子メール、ホームページ 

団体 

町会・自治会 回覧板、チラシ、会報誌 

ＮＰＯ法人・任意

団体サークル 

イベントポスター、チラシ、ホームペー

ジ、ＳＮＳ 

大学・学校 
イベントポスター、チラシ、ホームペー

ジ、ＳＮＳ、冊子 

 

（２）申請が必要な場合 

商用利用の場合は事前に以下のとおり申請が必要です。使用される日の３０

日前までにご申請ください。 

使用者 使用例 申請 

商店・店舗 

企業・農業従事者 

ホームページ、ＳＮＳ、チラシ、包装紙、

ラベル、メニュー商品（文房具、食品、

Ｔシャツ、ユニフォーム、バッジ、タオ

ル等）、販促キャンペーンなど 
必要 

商店街 
看板、のぼり、イベントポスター、チラ

シ、粗品など 

 



■申請の流れ 

  ホームページから所定の申請用紙をダウンロードいただき、ご記入の上、 

八王子市福祉部高齢者いきいき課まで郵送またはメールにてご申請ください。 

提出の際は、見本（使用イメージ）を添付してください。見本は画像データで 

も現物でも構いません。 

・提出物 

申請書・サンプル見本（使用イメージ） 

・流れ 

使用申請 → 内容の審査 → 使用の承認 → 使用開始 

    ・申請書 

    ・サンプル見本（使用イメージ） 

 

６．その他の注意点 

 

（１）ご使用の制限について 

以下の要件にあたる場合は使用の禁止や、承認の取消しを行います。 

・本使用規定に反する場合。 

・法令及び公序良俗に反する場合。 

・思想・宗教の活動に使用する場合。 

・選挙運動に使用する場合。 

・不当な利益を得るために使用する場合。 

・商標・意匠として独占的に使用する場合。 

・暴力団またはその利益となる活動を行っているものの利益になる場合。 

・八王子市の品位を傷つける場合。 

・その他、市長が不適当と認める場合。 

 



（２）留意事項 

・ロゴマークに関する権利は、八王子市に帰属します。 

・認証を受けた権利を転貸しないでください。 

・ロゴマークは、特定の個人や団体の支援、公認を行うものではありませ 

ん。 

・ロゴマークの利用によって生じる問題・トラブル・損失の補償について、 

八王子市は一切関与しません。 

 

７．問い合わせ 

「この場合の手続きはどうなるの？」などのご不明点は、下記までお問い合わ

せください。 

 

八王子市福祉部高齢者いきいき課 

電 話 042-620-7243  FAX 042-623-6120 

メール b440300@city.hachioji.tokyo.jp 

 

  



８．カラー指定 

 介護の日 PR ロゴマークは、以下の規定に従ってご利用ください。オフセット

印刷、プリンターで出力する場合は CMYK の規定色を使用し、WEB や映像など

で表示する場合は RGB の規定色をご利用ください。 

 

 

 

 

 

・CMYK 

C：10％  M：75％  Y：35％  K：０％ 

・RGB 

R：233  G：98  B：123 

 

 

 

 

 

・CMYK 

C：0％  M：０％  Y：０％  K：１００％ 

 ・RGB 

R：０   G：０   B：０ 

 



９．ロゴマークの禁止使用例 

 ・マークのみ、文字のみで使用しないでください。 

 ・他の文字と組み合わせて使用しないでください。 

 ・変形をかけてバランスを変えないでください。 

 ・色を変えて使用しないでください。 

 ・一部分を取り出してアレンジしないでください。 

 ・類似色を背景として使用しないでください。 

 


